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●�本書は不正改造防止に係る保安基準・審査規程を分かりやすくまとめたものです。対象は、長さ６ｍ以下及び
乗車定員 10 人以下の乗用自動車で、平成元年以降の生産車としています。保安基準の条項ごとに審査規程 第
31次改正（令和２年6月30日施行）までを収録しています。また、一般社団法人 自動車用品小売業協会（通
称アパラ［APARA］・詳しくは巻末を参照）の会員の方々も活用しています。
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４ 前部霧灯（フォグランプ）
条 文 保安基準第 33条、審査規程７－ 67
●自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。
●�前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を増加さ
せ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、基準に適
合するものでなければならない。
●�前部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、基準に適合する
ように取り付けられなければならない。

基　準 H17.12.31 以前の製作車 H18.1.1 以降の製作車

灯光の色等
白　淡黄白　淡黄

色

or

　　

個数
３個以上３個以上
同時点灯不可

※点滅しないこと。
※全てが同一色。
※左右同数。

明るさ等
10,00010,000

光度

カンデラ以下
　　

距離
40ｍ※40ｍ※

以内を照射以内を照射

※ �40ｍから先の地面を照射するものは、すれ違い用前照
灯を点灯している場合には点灯しない構造であること。

－

取付位置

車両中心面に対して対称

前部霧灯の中心が
すれ違い用前照灯の中心
より低いこと

前部霧灯の照明部の
中心

1.2ｍ
以下

車両中心面に対して対称

照明部の
下縁

自動車の
最外側

照明部の
最外縁

前部霧灯の上縁が
すれ違い用前照灯の上縁
より低いこと

0.8ｍ
以下

0.4ｍ
以内

照明部の
上縁0.25ｍ

以上

光軸の向き
又は

見通し範囲

主光軸の向き

下向き

右外側線より
左側を照射

見通し範囲

上下
各５°

外側
45°

内側
10°

点灯操作

－

▪�前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者
に表示する装置（点灯インジケーター）を備
えること。
▪�前部霧灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、
後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯して
いる場合に点灯できない構造であること。

備 考

★ FAQ…�灯火類の取り付け方法⇒ SEC9.1（Q1）、HID のフォグランプ⇒ SEC9.1（Q8）
	 フォグランプの取り付け個数⇒ SEC9.1（Q9）、HID のケルビン数⇒ SEC9.1（Q4）

★HID ライトキット
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21 その他の灯火等の制限②（デイライト）
※�「デイライト」を、保安基準第42条「その他の灯火等の制限」の基準で審査する場合の基準をま
とめると下記のとおりとなる。

基　準 車両前方に備える場合 車両後方に備える場合

灯光の色
赤 以外赤 以外

色
赤 以外赤 以外

色

　　 橙 以外橙 以外
色

　　 白 以外白 以外
色

▪�ただし、青紫色及び黄緑色は前面ガラスよ
り上方には使用不可。

青紫色･黄緑色
禁止

▪�ただし、取付高さが地上2.5m以上の場合には橙
色を用いることもできる。

橙色
でも可

2.5ｍ

光度
300300

光度

カンデラ以下

点灯条件他 �▪�点滅する灯火、光度が増減する灯火は使用禁止。

取付位置 �▪�特に定められていない。しかし、各灯火（車幅灯など）と紛らわしくないように取り付けられて
いること。

○�審査規程第３次改正により昼間走行灯の基準が追加された（⇒7昼間走行灯（デイタイムランニングランプ）参
照）。そこでは、灯光の色は白色であることと定められている。従って、上記の基準を満たす青色のデイライトを「昼
間走行灯」として審査した場合、基準に不適合となる。

備 考

★ �FAQ…デイライトの装着⇒ SEC9.1（Q12）、走行風発電型のデイライト⇒ SEC9.1（Q13）




